
R05 YouTube配信は週4回

月火木金

宅建権利関係、管業などを予定

とりあえず12月1週までは、管業

以降は、後日発表

渋谷会　佐伯竜



YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                      月火木金 週 4 配信 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

建物賃貸借の対抗力 管業 H25-04-4 ≪#795≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａは、マンションの専有部分甲（以下「甲」という。）について区分所有権を有している。Ａが甲

をＢに賃貸し、Ｂがそこに居住した後に、Ａが甲をＣに売りその旨の登記をＣに移転した場合に、

Ｃは、Ｂに対して、甲の明渡しを請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 建物賃貸借の対抗力 【★入門】 

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物につ

いて物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 （借々法 31 条） 
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建物は館の対抗力
①民法の賃借本が

②
借家の建物の引渡し


